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※普通会計（一般会計、汚水処理事業特別会計）の合計額を表示しています。
　R元年度～ R3年度は決算額、R4年度～ R5年度は見込額です。また、市債では地方交付税
に算入されるものがあり、R4年度及びR5年度については、R3年度と同じ算入割合で見込
み計算しています。

基金は、年度間の財源調整、予期しない収入減少や急な
支出増加への対応のため、あるいは、特定の目的（事業）
に活用するために積み立てた資金です。
令和5年度は、穂波庁舎改修事業や文化会館改修事業、
目尾地域振興基本計画事業（幸袋交流センター周辺整
備）などの施設整備にかかる経費や、ふるさと応援寄附
事業の経費に充てるため、133.3億円の基金を取り崩
す予定としています。

市債は、市が行う事業に充てる長期の借金です。本市で
は、償還額の全額が地方交付税として交付される「臨時
財政対策債」や、70％が交付される「合併特例事業債」
など交付税算入率の高い市債を中心に活用しており、
令和5年度は、グラウンドゴルフ場整備事業や飯塚駅
周辺整備事業などの大型事業に市債を活用する予定と
しています。
普通会計の市債残高は、令和5年度末で693.9億円の
見込みとなっており、令和5年度は楽市・平恒保育所の
建物整備事業が概ね完了したことや、臨時財政対策債
の借入見込額が減少したことから、前年度と比べ残高
が減少しています。そのうち地方交付税として交付さ
れる見込みの532.0億円を除いた161.9億円が本市
の実質的な負担見込みであり、市債残高の23.3％とな
っています。

積立基金残高（貯金）と市債残高（借金）・公債費（借金の返済額）の推移

いいづか家の家計簿（令和3年度～令和5年度の3年間予算）

　　　 基本給（市税、使用料、手数料、諸収入など）
　　　 諸手当（地方交付税など）
臨時手当（寄附金）
親からの仕送り（国・県からの補助金、地方譲与税など）
借金（市債）
預金の取崩し（繰入金）

令和5年度令和4年度令和3年度

令和5年度令和4年度令和3年度
86万円
77万円
14万円

116万円
19万円
34万円

346万円

82万円
78万円
30万円

116万円
17万円
47万円

370万円

84万円
79万円
46万円

115万円
15万円
61万円

400万円

食費（人件費）
医療・介護・子育ての費用（生活保護費などの扶助費）
光熱水費、衣類購入などの生活雑費（物件費）
家・車・家電製品などの修理、購入費用（維持修繕費、投資的経費）
家族への仕送り・お小遣い・会費（他の会計への繰出金、補助費等）
借金の返済（公債費）
友人などに貸すお金（貸付金）
預金（積立金）
冠婚葬祭費など臨時的な支出金（その他）

38万円
109万円
33万円
41万円
77万円
31万円
2万円

14万円
1万円

346万円

38万円
107万円
44万円
42万円
75万円
33万円
1万円

30万円
0万円

370万円

40万円
110万円
48万円
38万円
84万円
31万円
1万円

47万円
1万円

400万円

55.4万円市民一人あたり

市債残高（借金）

18.8万円市民一人あたり

積立基金残高（貯金）

567.4億円
187.3億円
242.7億円
68.5億円

555.3億円
180.9億円
243.0億円
69.0億円

548.2億円
174.7億円
263.9億円
70.2億円

537.3億円
185.3億円
267.4億円
71.3億円

532.0億円
161.9億円
235.6億円
68.4億円

市債残高（交付税算入分）
市債残高（市負担分）
積立基金残高
公債費

収　　入

合　　計

合　　計

支　　出

給料

市の予算は、規模が大きくてなかなか実感しにくいと思
います。そこで、仕組みは違いますが、少しでも身近に
感じてもらえるように、令和5年度一般会計予算額を年
間収入400万円台の家計に例えて、令和3年度～令和5
年度の3か年の家計簿を作成しました。
収入総額は、基本給や預金の取崩しが増えたことによ
り、前年度より30万円増えています。支出では、食費や
医療費、借金の返済といった必ず支払わなければならな
い費用が約5割あり、経費を切り詰めるなどの努力をし
ていますが、光熱水費、衣類購入などの生活雑費や家族
への仕送り・お小遣い・会費、預金が前年度より増えた
ため、支出総額が増えました。
また、前年度を大きく上回る臨時手当（寄附金）があり
ましたが、最適な使い道をよく考えることとして、いっ
たん家計の財布とは別に貯金（積立金）をすることにし
ました。
今後も引き続きムダをなくすとともに、毎年同じように
臨時手当があるとは限りませんので、少しでも多くの収
入を確保する努力を継続しなければなりません。

693.9億円
722.6億円722.9億円736.2億円

754.7億円

地域包括支援センターだより
地域包括支援センター（飯塚市から委託を受けた公的機関）をご利用下さい

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんが住み慣れたまちで安心して暮らすための高齢者
福祉や在宅介護などに関する身近な地域の相談窓口です。在宅介護についての助言、高齢者福
祉サービスや介護保険サービス等の情報提供、高齢者福祉サービスのご利用にあたっての申請
手続のお手伝いなどを行います。安心してお気軽にご相談下さい。
※お住まいの地区の地域包括支援センターまでご連絡下さい。

センター名 所在地・電話・FAX 

地域包括支援センター　太陽の郷
（飯塚東・菰田地区） 下三緒 690 ☎ 21-2828 FAX 25-2140

地域包括支援センター　ベスト・シルバー飯塚
（鯰田・立岩の一部地区） 新飯塚 12-13 ☎ 22-5566 FAX 22-3092

穂波東地域包括支援センター
（穂波東地区） 忠隈 522-3 ☎ 26-6761 FAX 26-6770

地域包括支援センター　くぬぎ苑
（飯塚・片島・立岩の一部地区） 相田 114-1 ☎ 25-0001 FAX 24-7200

鎮西地域包括支援センター
（鎮西地区） 花瀬 160-1 ☎ 24-0033 FAX 24-0055

庄内地域包括支援センター　多田の里
（庄内地区） 多田 309-11 ☎ 82-0410 FAX 20-4030

幸袋地域包括支援センター　いずみ苑
（幸袋地区） 庄司 1941-1 ☎ 21-1777 FAX 21-1770

頴田地域包括支援センター　かいた苑
（頴田地区） 勢田 2593-65 ☎ 92-4552 FAX 92-4556

二瀬地域包括支援センター　コスモス苑
（二瀬地区） 伊川 1262-1 ☎ 21-5511 FAX 88-2323

穂波西地域包括支援センター　つばき苑
（穂波西地区） 椿 623-8 ☎ 23-8124 FAX 23-5597　

筑穂地域包括支援センター
（筑穂地区） 長尾 911-1 ☎ 72-3155 FAX 72-3165

●お問合せ　高齢介護課　高齢者支援係（☎内線 1142・1143）
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